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グループ通算制度における加入時期の特例 

～連結納税制度からの変更点を確認～ 

 

 
1. 加入時期の特例とは 

(1) 概要 

グループ通算制度において、新たに通算親法人による完全支配関係を有することになった子法人（以下「加入子法人」）

は、原則として当該完全支配関係発生日（以下「完全支配関係日」）の前日で事業年度を区切り、完全支配関係発生

日以後は通算グループに加入することになる（法法 14④一、64 の 9⑪）。 

ただし、一定の書類の提出を要件として、完全支配関係発生日前日では事業年度を区切らず、翌月初又は翌期首からの

加入とすることができる特例が設けられている（法法 14⑧、64 の 9⑪）。 

Executive Summary 

◼ グループ通算制度において、通算親法人との間に新たに完全支配関係を有することになった子法人は、原則として

その完全支配関係発生日の前日で事業年度を区切り、完全支配関係発生日以後は通算グループに加入するこ

とになるが、通算親法人が所定の期限までに一定の書類を提出した場合には、完全支配関係発生日前日では

事業年度を区切らず、翌月初又は翌期初からの加入とすることができる特例が設けられている 

◼ 当該加入時期の特例は、連結納税制度においても存在していたが、翌月初からの加入とするのみの特例である

等、限定されたものであった 

◼ グループ通算制度における加入時期の特例は、翌月初からの加入のみでなく翌期初からの加入も選択できるほ

か、その効果の及ぶ範囲の拡大など、取扱いが一部変更されている 

◼ 本ニュースレターでは、グループ通算制度における加入時期の特例の内容を確認するとともに、連結納税制度からの

変更点を確認する 
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この特例は一般に「加入時期の特例」と呼ばれている。 

例えば、X1 年 7 月 15 日に加入子法人に通算親法人による完全支配関係が生じた場合に、原則的には加入子法人は 7

月 14 日までについて単体申告を行い、7 月 15 日からはグループ通算制度の承認（以下「通算承認」）が有効になり通算

グループに加入するのに対し、（次の図の①）、一定の書類を提出し翌期首からの加入時期の特例を選択する場合には、

X2 年 4 月 1 日から通算承認が有効になり通算グループに加入することになる（次の図の②）。 

 

 

 

 

(2) 適用手続 

当該加入時期の特例を選択するためには、当該特例の適用が無いものと仮定した場合において、完全支配関係発生日の

前日の属する事業年度に係る加入子法人の確定申告書の提出期限となる日までに、通算親法人が「加入時期の特例を

適用する旨を記載した書類」を納税地の所轄税務署長に提出する必要がある（法法 14⑧）。 

「加入時期の特例を適用する旨を記載した書類」の様式は国税庁ウェブサイトに掲載されているため、そちらをご確認いただき

たい。 

なお、既に提出された「加入時期の特例を適用する旨を記載した書類」にその名称が記載された法人は、改めて記載すること

はできないこととされており（法規 8 の 3 の 3 二かっこ書）、注意が必要である。 

(3) 完全支配関係発生日の前日の属する特例決算末日まで完全支配関係が継続する場合 

（2）の手続を取った場合、加入子法人について、完全支配関係発生日の前日では事業年度を区切らず、完全支配関係

発生日の前日の属する月次決算期間（※）又は会計期間（以下「特例決算期間」）の末日までの期間を加入子法人

の事業年度とする加入時期の特例が適用される（法法 14⑧）。 

（※）月次決算期間：法人の会計期間をその開始の日以後 1 月毎に区分した各期間（最後に 1 月未満の期間を生じたときは、その 1

月未満の期間）をいう。 

この場合の通算承認は、特例決算期間の末日の翌日に生じる（法法 64 の 9⑪かっこ書）。 

月次決算期間又は会計期間のいずれを特例決算期間とするかについては、（2）の書類に月次決算期間又は会計期間

のいずれかの期間を記載することにより、納税者が選択する。 

また、当該特例の効果は加入子法人のみでなく、加入子法人が発行済株式等を直接又は間接に保有する他の子法人

で、加入子法人の完全支配関係発生日から特例決算期間の末日までの間に通算親法人による完全支配関係を有するこ

とになったもの、いわば孫法人についても及ぶこととされている（法法 14⑧一かっこ書）。 

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/renketsu/annai/11.htm
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(4) 完全支配関係発生日の前日の属する特例決算末日まで完全支配関係が継続しない場合 

（2）の手続を取った場合に、加入子法人について、完全支配関係発生日から当該完全支配関係発生日の前日の属する

特例決算末日まで通算親法人による完全支配関係が継続しない場合には、その加入子法人については完全支配関係発

生日の前日で事業年度は区切られない上、通算承認も生じない（法法 14⑧二、64 の 9⑪かっこ書）。 

 

2. 連結納税制度との相違点 

グループ通算制度における加入時期の特例の概要は以上の通りであるが、当該特例は連結納税制度のときから存在するも

のの、その内容が変更されている点があり、留意が必要であるため、そのうち主要なものを確認する。 

(1) 特例決算期間として会計期間が選択可能に 

連結納税制度においては月次決算期間の中途で完全支配関係を生じた子法人について一定の書類を提出した場合、当

該完全支配関係発生日の前日では事業年度を区切らず、当該完全支配関係発生日の前日の属する月次決算期間末

日の翌日に連結納税の承認が生ずることとされていた（旧法法 14②一、4 の 3⑩かっこ書）のに対し、グループ通算制度に

おいては特例決算期間として月次決算期間又は会計期間を選択できるようになっている。 

すなわち、連結納税制度においては月中加入子法人について翌月初からの加入とする特例に限定されていたのに対し、グル

ープ通算制度については翌期首からの加入も選べるようになり（法法 14⑧）、より選択肢が広くなったといえる。 

(2) 効果の及ぶ範囲 

連結納税制度においては、加入した加入子法人ごとに手続を行うこととされていたところ（旧法法 14②）、グループ通算制

度においては、当該特例の効果の及ぶ範囲が、当該加入子法人のみでなく、当該加入子法人が発行済株式等を直接又

は間接に保有する他の子法人で、子法人の完全支配関係発生日から月次決算期間又は会計期間の末日までの間に完

全支配関係を有することになったものについても及ぶこととされている（法法 14⑧一かっこ書）。 

(3) 適用できない場合 

連結納税制度においては、連結親法人による完全支配関係が生ずると同時に他の連結親法人の下での連結納税グループ

から離脱する場合には、当該特例の選択はできないこととされていた（旧法法 14②かっこ書）。これは、当該特例がみなし

事業年度を 1 回省略する間便法との位置付けであったことから、他の連結納税グループからの離脱によりいずれにしてもみな

し事業年度を設ける場合には適用対象外とされていたものである。 

グループ通算制度においては、このような制限は設けられておらず、同時に他の通算グループから離脱する場合にも適用可能で

ある（法法 14⑧）。ただし、この場合には、当該子法人は他の通算グループから離脱したことにより離脱日の前日で事業年

度が区切られることになる（法法 14④二）。 

(4) 特例決算期間中に合併により解散する場合 

連結納税制度においては、月次決算期間の中途で完全支配関係が生じて一定の書類を提出し、当該月次決算期間の末

日までに被合併法人となって解散した場合、そこで会計期間が区切れるため、完全支配関係発生日の前日の属する月次

決算期間もそこで終了することになり、その月次決算期間末日まで完全支配関係が継続したものとして、いったん連結納税

の承認が有効になった上で即時に連結納税から離脱するものとされていた1 。 

グループ通算制度においては、令和 4 年 4 月の制度開始当時は特に何も示されていなかったが、令和 5 年 6 月 30 日に加

入時期の特例の書類に記載要領（国税庁ウェブサイト（PDF））に留意事項が追加され、特例決算期間中に被合併法

人になって解散する場合には、特例決算期間末日まで完全支配関係が継続しないものとして扱い、通算承認の効力は生じ

ない旨が記載された。取扱いが変更されているとのことであり、注意が必要である。 

なお、特例決算期間中に事業年度の末日を前倒しする変更を行った場合には、特例決算の末日は変更後の会計期間の

末日となり、その事業年度末の翌日に通算承認が生じる旨も併せて記載された。 

 

（東京事務所 大野 久子） 

 

1 参考：平成 22 年度 税制改正の解説「法人税法の改正 」271 ページ（財務省ウェブサイト（PDF）） 

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/r_03_219.pdf
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/r_03_219.pdf
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11122457/www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2010/explanation/PDF/07_P187_349.pdf
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過去のニュースレター 

過去に発行されたニュースレターは、下記のウェブサイトをご覧ください。 

www.deloitte.com/jp/tax/nl/japan 
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